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第 4 章 第三者評価 評価者等啓発企画委員会活動について 

 

1．今年の活動方針・啓発活動・成果等のまとめ 

 

1）活動方針(内容について達成するための目的と方法)  

自動車整備大学校・整備専門学校として独自の評価機関を設置し第三者評価を

行うためには、相当数の評価員の養成が不可欠であると判断し、まずは職業実践

専門学校課程の認定校を対象に研修会を実施した。 

次に昨年度実証実験で使用した JAMCA 自動車整備士養成分野における第三者

評価基準一覧表（チェックリスト）の設問や内容が適切かどうか、その他意見等

の収集のため、学校関係者、企業関係者等にアンケート調査を実施することで、

より精度の高い評価基準表を作成し成果の期待できる第三者評価の実現を目指

す。 

 

2）成果等のまとめ 

職業実践専門課程の認定専門学校は質の保証・向上に資するために自ら率先し

て第三者評価を受審することが望ましいと考える。そして職業教育における分野

別評価の必要性は高く、学修成果の視点から見ると分野独自の審査機関が最適で

ある。 

今回、独自の審査機関を想定し多くの評価員が必要と推測したので評価員養成

研修会を実施、その研修内容については参加者のアンケート結果より高い評価を

得ることができた。同時に機会あれば継続しての実施も望んでいた参加者も多数

いた。 

次に職業実践専門課程とは、企業等と密接に連携して最新の実務の知識・技

術・技能を身に付けられる実践的な職業教育に取り組むことと示されている。 

そして、実際に我々が第三者評価実証実験で使用している JAMCA 自動車整備士

養成分野における第三者評価基準一覧表（チェックリスト）が企業等にとっても

適切なものとなっているか否かの認識・理解度の調査を実施した。その結果、約

50%～60%が各評価についてほぼ理解していたが、約半数弱についてはまだ理解し

ていなかったことは今後の課題であり、もっと積極的な活動の必要性を感じた。

同時に多くの意見や情報を収集することができたので、一部改善等の追加・削

除・修正などを施し、より良い成果を期待できる第三者評価基準一覧表に改善し

たい。 

なお、一連の活動は分野全体が一丸となって取り組むことにより、社会的認知

の向上にもつながる。 
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2．組織的な啓発活動 

 

第三者評価導入に関する前提条件として、職業実践専門学校課程の認定がある。

現在、教育の質を担保するため自己評価や学校関係者評価が実施され情報を公開

しているが、これらの活動は内部評価が中心であり、社会的認知には至っていな

いのが現状である。自動車整備士養成校として社会から負託された目的を実現す

るためには自らの活動を常に成長させるため、質を維持しつつ更なる向上を目指

さなければならない。そのためには全体がレベルアップすることが不可欠であり、

それを証明するためには、より多くの学校が職業実践専門学校課程の認定を受け

巣立ってゆく学生の成長を保証することである。その目標達成のためには引き続

き組織的な活動を推進して行かなければならない。そして次のステップとして行

う活動が第三者の評価による社会的認知の向上である。 

第三者評価は学校から独立した第三者の評価であり、今や職業高等教育に携わっ

ている学校に求められているテーマでもある。今後、社会の期待が増々高まって

いる中で、自らがその教育の内容を広く開示し、その質を問うべき時代が到来し

ている。その実現のためには多くの学校が質保証を認知されるためにも第三者評

価の導入に向けて積極的な活動を行っていかなければならない。 

 

自動車整備専門学校における第三者評価員養成研修会の実施  

 

開催日時：平成 28 年 10 月 18 日（水） 午後 1 時 30～午後 5時 00 分 

場  所：東京テクニカルカレッジ テラハウス 

出 席 者：29 校 39 名 

研修内容：1．第三者評価の概要について 

2．第三者評価項目（チェックリスト）の活用方法及び基本的評価技 

法について 

3．第三者評価員としての実践研修 

4．受講者へのアンケート実施 

 

研修会総評 

昨年実施した事業において今後の課題の一つに第三者評価委員の養成があっ

た。これまで各自動車大学校や整備専門学校は自己点検評価や学校関係者評価に

は日々関わって来たが「第三者評価」に対する理解にはあまり関心がなかった。

従って、これまでの勉強会等では試行錯誤の繰り返しであり、実際に評価を行う

ことには一抹の不安を持って対応せざるを得ない状態であった。また活動を通じ

評価員数の増員についても活動を推進するためには急務であることも認識した。 
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今年の事業ではその課題解決策として評価者となる多くの委員の質と数の養

成を行う取り組みとして、リーダー研修を実施し指導者の養成を行い、その指導

者を中心に今回の第三者評価員養成研修会を実施した。内容は次第の通り講義で

は第三者評価の概要説明と第三者評価チェックリストの活用方法などの説明を

行い、後半では第三者評価員としての実践研修を実施した。参加者の大半は初め

ての試みであり不安な気持ちで参加していたが、実際に受講しての感想は多くの

受講者から好評であった。是非、この成果を多くの職員や関係者にフィードバッ

クして自校の教育活動に反映していただくことを期待する。 

 

研修会資料－「第三者評価の概要について」 
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研修会資料－「第三者評価項目（チェックリスト）の活用方法及び基本的評価技法について」 
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